
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号

独
立
行
政
法
人
等
の
恩
給
納
付
金
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
日
本
住
宅
公
団
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
十
条
、
愛
知
用
水
公
団
法
（
昭
和
三
十
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
九
条
、
農
地
開
発
機
械
公
団
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
三
十
八

条
、
日
本
道
路
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
八
条
、
森
林
開
発
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
八
十
五
号
）
第
四
十
五
条
、
原
子
燃
料
公
社
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
三
十
八
条
、
公
営
企
業

金
融
公
庫
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
九
条
第
六
項
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
十
六
条
、
中
小
企
業
信
用
保
険
公
庫
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
三
十

条
並
び
に
首
都
高
速
道
路
公
団
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
四
十
九
条
及
び
附
則
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
恩
給
納
付
金
の
計
算
）

第
一
条
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
東

日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式

会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
地
方
公

共
団
体
金
融
機
構
（
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
号
）
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ

た
旧
日
本
住
宅
公
団
法
第
六
十
条
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
愛
知
用
水
公
団
法
第
四
十
九
条
、
独
立
行
政
法

人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
十
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
農
用
地

整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と

さ
れ
た
旧
農
地
開
発
機
械
公
団
法
第
三
十
八
条
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
二
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
日
本
道
路
公
団
法
第
三

十
八
条
、
旧
首
都
高
速
道
路
公
団
法
第
四
十
九
条
若
し
く
は
附
則
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
旧
阪
神
高
速
道
路

公
団
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
又
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年

法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
公
営
企
業

金
融
公
庫
法
第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
国
庫
又
は
地
方
公
共
団
体
に
納
付
す
べ
き
金
額

（
以
下
「
恩
給
納
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
国
庫
又
は
地
方
公
共
団
体
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
独
立
行
政
法

人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道

路
株
式
会
社
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
で

あ
る
場
合
に
は
、
水
資
源
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
愛
知
用
水
公
団
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
地
開

発
機
械
公
団
、
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
住
宅
公
団
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
日
本
道
路
公
団
、
旧
首
都
高
速
道
路
公
団
若
し
く
は
旧
阪
神
高
速
道
路
公
団
又
は
地
方
公
共
団
体
金

融
機
構
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
の
役
員
又
は
職
員
）
で
あ
つ
た

者
又
は
そ
の
遺
族
に
対
し
前
年
度
の
初
日
に
お
い
て
支
給
す
る
各
普
通
恩
給
又
は
扶
助
料
（
以
下
「
恩
給
」
と
い

う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
恩
給
年
額
（
過
年
度
に
係
る
恩
給
と
し
て
支
給
す
べ
き
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
含

む
も
の
と
し
、
当
該
恩
給
が
恩
給
法
第
五
十
八
条
ノ
三
又
は
第
五
十
八
条
ノ
四
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
部
が
停
止

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
停
止
年
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
当
該
恩
給
が
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項

第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
と
し
て
計

算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
算
出
の
基
礎
と
な
つ
た
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員

又
は
職
員
（
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立

行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保

有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
で
あ
る
場
合
に
は
、
水
資
源
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
愛
知
用
水
公
団
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
農
地
開
発
機
械
公
団
、
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本

住
宅
公
団
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
道
路

公
団
、
旧
首
都
高
速
道
路
公
団
若
し
く
は
旧
阪
神
高
速
道
路
公
団
又
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
附
則
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
の
役
員
又
は
職
員
）
で
あ
つ
た
在
職
年
数
（
一
年
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
と
し
、
当
該
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
が
日
本
道
路
公

団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
旧
首
都
高

速
道
路
公
団
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
本
道
路
公
団
の

職
員
と
し
て
の
在
職
年
数
を
含
む
。
）
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
当
該
恩
給
年
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
年
（
当

該
在
職
年
が
恩
給
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
普
通
恩
給
に
つ
い
て
の
所
要
最
短
在
職
年
数
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
当
該
所
要
最
短
在
職
年
数
）
で
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
納
付
の
手
続
）

第
二
条
　
総
務
大
臣
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
度
、
独
立
行
政
法
人
等
の
恩
給
納
付
金
を
調
査
し
、
独
立

行
政
法
人
等
ご
と
に
仕
訳
書
を
作
成
し
、
二
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
を
監
督
す
る
主
務
大
臣
を

経
由
し
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
当
該
仕
訳
書
を
添
付
し
た
恩
給
納
付
金
額
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
同
時
に
当
該
仕
訳
書
を
財
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
独
立
行
政
法
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
恩
給
納
付
金
額
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
翌
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
、
そ
の
恩
給
納
付
金
を
国
庫
又
は
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
各
公
団
等
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
設
立
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
三
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
恩
給
納
付
金
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
中
「
前
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
毎
年
度
、
」
と

あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
」
と
、
「
二
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
三
十
四
年
十
二

月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
九
日
政
令
第
二
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定

は
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
七
日
政
令
第
一
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
一
六
日
政
令
第
二
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
法

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
一
九
日
政
令
第
二
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
一
三
日
政
令
第
二
〇
五
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭

和
四
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
八
月
三
日
政
令
第
二
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
九
日
政
令
第
一
八
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
二
二
日
政
令
第
二
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
二
三
日
政
令
第
二
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
一
八
日
政
令
第
二
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
都
市
基
盤
整
備
公
団
法
（
以
下
「
公
団
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十

一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
〇
日
政
令
第
二
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一

年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
政
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
二
四
日
政
令
第
三
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
八
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
及
び

附
則
第
四
十
四
条
の
規
定
（
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
七
十
八
条
第
四
号

の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
五
日
政
令
第
四
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
九
条
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま

で
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
五
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
九
日
政
令
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
政
令
第
二
〇
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
施
行
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
二
六
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
（
地
方
財
政
法
施

行
令
第
四
条
第
二
号
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
及

び
第
十
二
条
の
規
定
（
総
務
省
組
織
令
第
六
十
条
第
八
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
の
効
力
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
政
令
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
政
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
政
令
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
命
令
の
効
力
）

第
五
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
旧
政
令
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
内
閣
府
令
又
は
総
務
省

令
で
、
新
政
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
る
も
の
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る

も
の
を
除
き
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
は
、
内
閣
官
房
令
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
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